
平成２４年度 第２３回役員会（臨時） 

 

 

日  時  平成２４年１２月５日（水） １３：００～ 

場  所  鳳龍会館 会議室 

 

 

〔審議事項〕 

（１）教育職員選考委員会の設置について                

（２）技術職員選考委員会の設置について                

 

〔報告事項〕 

（１）人事院勧告の取扱い及び国家公務員退職手当法の改正について    

 

〔その他〕 
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平成２４年度 第２３回役員会（臨時）議事要旨 

 
１．日 時  平成２４年１２月５日（水）１３：００～１３：１５ 
２．場 所  鳳龍会館 会議室 
３．出席者  学長，理事（評価・総務・財務担当），理事（教育・情報担当）， 

理事（研究・産学連携担当），理事（経営戦略担当） 
４．列席者  副学長（学生担当），副学長（国際担当），副学長（入試担当）， 

副学長（事務統括・労務担当）， 
工学研究院長，情報工学研究院長，生命体工学研究科長 

 
５．議事要旨確認 

平成２４年度第２１回，第２２回（平成２４年１１月７日）役員会の議事要旨（案）

について確認が行われ，了承された。 

 
６．審議事項 
（１）教育職員選考委員会の設置について                 

学長より，次の教育職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議

した。 
 

○工学研究院 機械知能工学研究系 機械工学部門 助教 １名（任期なし） 
○情報工学研究院 人間科学系 人間科学部門 教授 １名（任期なし） 

 
（２）技術職員選考委員会の設置について                 

学長より，次の技術職員選考委員会の設置について説明があり，審議の結果，決議

した。 

 
○保健センター 保健師 １名（任期なし） 

 
７．報告事項 
（１）人事院勧告の取扱い及び国家公務員退職手当法の改正について    

人事課長より，人事院勧告に伴う５５歳を超える職員の昇給停止については，平成

２６年４月より実施する予定で閣議決定し，今後は動向を見ながら検討していく旨報

告があった。 
国家公務員退職手当法については，改正法案が成立したため，今後本学においても

職員退職手当規程を退職手当法と同様に改正していくことについて報告があった。 
なお，国家公務員の早期退職制度の改正については，実施予定であるがまだ成立し

てしておらず成立され次第，これに対応した本学の早期退職に関する規程の改正を行

う。 


